
医 第 １ ９ ３ ９ 号 

令和４年１０月１３日 

 

各医療機関管理者 様 

 

 

石川県健康福祉部医療対策課長 

（  公 印 省 略  ） 

 

訪日外国人受入の再開を踏まえた外国人患者受入れに関する体制の整備について 

 

 日頃より、本県の保健医療行政の推進につき、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

標記につきまして、厚生労働省及び観光庁から、事務連絡がありましたのでお知らせい

たします。 

当該事務連絡につきましては、下記県ホームページに掲載いたしましたので、ご確認の

うえ、適切な対応をお願い申し上げます。 

記 

 

石川県健康福祉部医療対策課ホームページ＞医療機関への各種お知らせ 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/tsuchi/iryoukikan_oshirase.html 

 

【趣旨】 

・「訪日外国人の病気・怪我の際の対応フロー」の周知 

…厚労省・観光庁において作成された訪日外国人旅行者に対して、当面の日本におけ 

る訪日外国人の病気・怪我の際の対応フロー 

 

・「令和3年度の医療機関・自治体向けの外国人患者受入環境整備支援等について（令和 

3年6月29日付け国事務連絡）」内の各施策を取りまとめた一覧の周知 

 

・外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル 

・夜間休日ワンストップ窓口事業 

・希少言語に対応した遠隔通訳サービス事業 

・外国人向け多言語説明資料  など 

 

（事務担当） 
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